
令和８年度新潟県立精神医療センター外注洗濯業務委託契約書（案） 

 

 委託者 新潟県立精神医療センター（以下「甲」という。）と、受託者  

（以下「乙」という。）とは、洗濯業務委託について、次

の条項により契約を締結する。 

 

（総 則） 

第１条 甲が乙に委託して処理する洗濯物は、別紙仕様書により実施する。 

（留意事項） 

第２条 乙は、平成５年２月 15日付け指第 14号厚生省健康政策局指導課長通知の別添１

に定める衛生基準に従い、業務を適正に処理しなければならない。 

（委託料） 

第３条 業務の委託料（以下「委託料」という。）は、別紙のとおりとし、１か月ごとに

取りまとめ、これに 100 分の 10 を乗じて得た消費税及び地方消費税の額を加算した金

額を甲に請求するものとし、甲は、乙の提出した適正な請求書を受理した日から 30日以

内に支払うものとする。 

（紛失等） 

第４条 乙は甲より委託を受けた洗濯物について紛失、焼失、盗難、その他乙の責任に帰

すべき理由により使用できない状態になった場合は、その実費を弁償するものとする。 

（守秘義務） 

第５条 乙又は業務員は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。特に個人情報

の取扱いについて別記に定めるものとする。 

（契約期間） 

第６条 この契約の有効期間は令和８年４月１日から令和９年３月 31日までとする。 

（契約の解除） 

第７条 甲は、乙が次の各号の一に該当する事由が生じたときは、この契約を解除するこ

とができる。 

(1) その役員等（役員又はその支店若しくは営業所の代表者をいう。以下この項におい

て同じ。）が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77号）

第２条第６号に規定する暴力団員（以下この項において「暴力団員」という。）であ

ると認められるとき 

(2) 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する

暴力団をいう。以下この項において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与してい

ると認められるとき 

(3) その役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害

を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用したと認められるとき 



(4) その役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する

等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与していると認められ

るとき 

(5) その役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有すると認め

られるとき 

(6) 下請契約又は資材若しくは原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が

前各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められ

るとき 

(7) 乙が、第１号から第５号までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材若しくは

原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合（前号に該当する場合を除

く。）に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき 

２ 乙は、前項の定めによる契約の解除により損害を受けた場合においても、甲に対して

その補償を請求することができないものとする。 

（協 議） 

第８条 この契約について疑義が生じたとき又はこの契約に定めのない事項については、

甲乙協議の上、決定する。 

 

 この契約を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各自１通を保有する。 

 

 

    令和  年  月  日 

 

 

      新潟県長岡市寿２丁目４番１号 

                甲 新潟県立精神医療センター 

                  院   長   細  木  俊  宏 印 

 

 

       

                乙  

                                    ㊞ 



別 記 

個人情報取扱特記事項 
（基本的事項） 

第１  乙は、個人情報（個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得る

ものをいう。以下同じ。）の保護の重要性を認識し、この契約による業務を実施するに当たって

は、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。 

 

（秘密の保持） 

第２  乙は、この契約による業務に関して知ることのできた個人情報を他に漏らしてはならない。

この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。 

 

（収集の制限） 

第３  乙はこの契約による業務を行うために個人情報を収集するときは、その業務の目的を達成

するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。 

 

（適正管理） 

第４  乙は、この契約による業務に関して知ることのできた個人情報の漏えい、滅失及びき損の

防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 

 

（利用及び提供の制限） 

第５  乙は、甲の指示がある場合を除き、この契約による業務に関して知ることのできた個人情

報を契約の目的以外の目的に利用し、又は甲の承諾なしに第三者に提供してはならない。 

 

（複写又は複製の禁止） 

第６  乙は、この契約による業務を処理するために甲から引き渡された個人情報が記録された資

料等を甲の承諾なしに複写し、又は複製をしてはならない。 

 

（再委託の禁止） 

第７  乙は、この契約による業務を行うための個人情報の処理は、自ら行うものとし、甲が承諾

した場合を除き、第三者にその処理を委託してはならない。 

 

（資料等の返還等） 

第８  乙は、この契約による業務を処理するため甲から引き渡され、又は乙自らが収集し、若し

くは作成した個人情報が記録された資料等は、業務完了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すも

のとする。ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとする。 

 

（従事者への周知） 

第９  乙は、この契約による業務に従事している者に対して、在職中及び退職後において、その

業務に関して知ることのできた個人情報を他に漏らしてはならないこと、又は契約の目的以外

の目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護に関し必要な事項を周知するものとす

る。 

 

（実地調査） 

第 10  甲は、必要があると認めるときは、乙がこの契約による業務の執行に当たり取り扱っている

個人情報の状況について随時実地に調査することができる。 

 

（事故報告） 

第 11 乙は、この契約に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれがあることを知ったときは、速や

かに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。 

 


